
 

障害者雇用制度について 
 

１ 障害者雇用率について 

令和８年７月から37.5人以上規模の事業主は常用雇用労働者の2.7％以上の障がい

者を雇用する必要があります。なお、これら事業主は、毎年６月１日現在の障がい者の

雇用状況を公共職業安定所に報告することとなっています。 
 

 

            対象障がい者（※１）である従業員数 

従業員数－（従業員数×除外率）       
 

※１ 対象障がい者   … 身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者（精神障害者保健福祉手

帳を交付された方に限る） 

 

【障害者雇用率の計算例（常用雇用労働者数が300人の場合）】 

 

   １ 通常パターン 

300人×2.7％＝8.1人（端数切り捨て） 

→ 達成すべき雇用障がい者は８人となります。 

 

２ 除外率（設定業種・除外率は裏面参照）設定パターン 

除外率10％（建設業、道路貨物運送業など）の場合、 

（300人－30人）×2.7％＝7.29人（端数切り捨て） 

          300人×10％＝30人（常用雇用労働者数×除外率） 

→ 達成すべき雇用障がい者は７人となります。 

 

 

２ 交付申請の対象者について 

(1) 身体障がい者 … 身体障害者手帳の等級が１級から６級までに該当する方 

７級に該当する障がいが２つ以上ある方 

※ 重度身体障がい者 … ①１級又は２級の方②３級に該当す

る障がいが２つ以上あるなど２級相

当の障がいがある方 

(2) 知的障がい者 … 精神保健福祉センター、知的障がい者判定機関等、障害者雇用

促進法19条の障害者職業センターから知的障がい者と判断さ

れた方 

※ 重度知的障がい害者 … ①療育手帳で程度が「Ａ」②知的障

がい者判定機関等から療育手帳

「Ａ」相当の判定書をもらってい

る③障がい者職業センターから

「重度知的障がい者」と判定 ― 

のいずれかを満たす方 

(3) 精神障がい者  … 精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方 

 

 

障害者雇用率＝ 



３ 対象障がい者のカウント方法 

 
(1) 短時間労働者（週所定労働時間が20時間以上30時間未満）は、原則として１人を0.5人としてカ

ウントします。 

(2) 精神障がい者は、短時間労働者でも１人としてカウントできます（当面の特例措置）。 

(3) 重度の身体障がい者と知的障がい者は１人を２人としてカウントします。短時間労働者の場合

は１人としてカウントします。 

(4) 令和６年４月から、特定短時間労働者（週所定労働時間が10時間以上20時間未満）の重度身体

障害者、重度知的障害者及び精神障害者１人を0.5人としてカウントできることになりました。 

 

４ 除外率の設定業種と除外率 

  令和７年４月から、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、

以下のように変わりました。（これまで除外率が10％以下であった業種は除外率制

度の対象外となりました。） 

 

除外率設定業種 除外率 

・非鉄金属第一次製錬・精製業   

・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く） 
5％ 

・建設業  ・鉄鋼業  ・道路貨物運送業   

・郵便業（信書便事業を含む） 
10％ 

・港湾運送業  ・警備業 15％ 
・鉄道業  ・医療業  ・高等教育機関  ・介護老人保健施設 

・介護医療院 
20％ 

・林業（狩猟業を除く） 25％ 

・金属鉱業  ・児童福祉事業 30％ 

・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く） 35％ 

・石炭・亜炭鉱業 40％ 

・道路旅客運送業  ・小学校 45％ 

・幼稚園  ・幼保連携型認定こども園 50％ 

・船員等による船舶運航等の事業 70％ 

 

 常用雇用労働者 短時間労働者 特定短時間労働者 

週所定労働時間 30時間以上 20時間以上30時間未満 10時間以上20時間未満 

身体 

障がい者 

 １ 0.5 ― 

重度 ２ １ 0.5 

知的 

障がい者 

 １ 0.5 ― 

重度 ２ １ 0.5 

精神障がい者 １ １ 0.5 


